


























年次有給休暇の時季指定義務のポイント

○ 対象者は、年次有給休暇が年10⽇以上付与される労働者
（管理監督者を含む）

○ 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した⽇（基準⽇）から１年以
内に５⽇について、使⽤者が取得時季を指定して与える

○ 労働者が⾃ら申し出て取得した⽇数や、計画的付与で取得した⽇
数については、５⽇から控除することができる

時季指定に当たっては、労働者の意⾒を聴取し、その意⾒を尊重す
るよう努めなければならない
労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存

（例） 労働者が⾃ら５⽇取得した場合 ⇒ 使⽤者の時季指定は不要
労働者が⾃ら３⽇取得＋計画的付与２⽇の場合 ⇒ 〃
労働者が⾃ら３⽇取得した場合 ⇒ 使⽤者は２⽇を時季指定
計画的付与で２⽇取得した場合 ⇒ 〃 ３⽇ 〃
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（参考）法定の基準⽇と異なる年次有給休暇の付与をする場合
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年次有給休暇 年５日間を確実に取得するために①～使用者からの時季指定を行う～

基準⽇から半年経過後に、年次有給休暇の請求・取得⽇数が５⽇未満となっている労働者に対して、時季指定を⾏う場合
２．具体的なイメージ

１．時季指定を⾏うタイミング
使⽤者からの時季指定は、基準⽇から１年以内の期間内に、適時に⾏うことになりますが、年５⽇の年次有給休暇を確実
に取得するに当たっては、
・基準⽇から⼀定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得⽇数が５⽇未満となっている労働
者に対して、使⽤者から時季指定をする（「２．具体的なイメージ」で図解）

・過去の実績を⾒て年次有給休暇の取得⽇数が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間 を通じて計画的に年次有
給休暇を取得できるよう基準⽇に使⽤者から時季指定をする

ことで、労働者からの年次有給休暇の請求を妨げず、かつ効率的な管理を⾏うことができます。

4/1

①4/1に年休を10⽇以上付与
⇒１年間（4/1〜翌3/31まで）に５⽇年休を取得させる義務が発⽣

3/31

②半年経過（10/1）時点で、年休を２⽇しか取得していない（その時点で請求もしていない）

★10/1

年
休

年
休4/1 3/31

使⽤者が
時季指定

★10/1

休暇の請求・取得⽇数が
５⽇未満の労働者

使⽤者

これまで５⽇取得でき
ていないようですが、
いつ休暇を取得したい

ですか。

○⽉×⽇に休
みたいです。

それでは○⽉×⽇
に休んでください。

年
休

年
休

年
休

③残りの半年間で、未取得⽇数分の年休を使⽤者が時季指定
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 ここからは、年次有給休暇の計画的付与制度（計画年休）について紹介します。計画年休は、前もって
計画的に休暇取得⽇を割り振るため、労働者はためらいを感じることなく年次有給休暇を取得すること
ができます。計画的付与制度で取得した年次有給休暇も５⽇取得義務化の５⽇としてカウントされます。

（１）企業や事業場全体の休業による⼀⻫付与⽅式
全労働者に対して同⼀の⽇に年次有給休暇を付与する⽅式（例えば製造業など、操業をストップ
させて全労働者を休ませることができる事業場などで活⽤されています。）

（２）班・グループ別の交替制付与⽅式
班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する⽅式（例えば、流通・サービス業など、定休⽇
を増やすことが難しい企業・事業場などで活⽤されています。）

（３）年次有給休暇付与計画表による個⼈別付与⽅式
年次有給休暇の計画的付与制度は、個⼈別にも導⼊することができます。夏季、年末年始、ゴー
ルデンウィークのほか、誕⽣⽇や結婚記念⽇など労働者の個⼈的な記念⽇を優先的に充てるケー
スがあります。

１．導⼊のメリット
使
⽤
者

労
働
者

労務管理がしやすく計画的な
業務運営ができます。

ためらいを感じずに、
年次有給休暇を取得できます。

２．⽇数 （付与⽇数から５⽇を除いた残りの⽇数を計画的付与の対象にできます）
６⽇ ５⽇

労使協定で計画的に付与できる 労働者が⾃由に取得できる
例）年次有給休暇の付与

⽇数が11⽇の労働者

３．⽅式 （企業や事業場の実態に応じた⽅法で活⽤しましょう）

年次有給休暇 年５日間を確実に取得するために②
～年次有給休暇の計画的付与制度（計画年休）を活⽤～
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夏季や年末年始に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせることで、⼤型連休とすることができます。この⽅法は、
企業や事業場全体の休業による⼀⻫付与⽅式、班・グループ別の交替制付与⽅式で多く活⽤されています。

カレンダーの例８⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

計画的付与を活⽤し、連続休暇に

年次有給休暇の計画的付与

例① 夏季、年末年始に年次有給休暇を計画的に付与し、⼤型連休とします。

所定休⽇

カレンダーの例

暦の関係で休⽇が⾶び⽯となっている場合に、休⽇の橋渡し（ブリッジ）として計画的年休を活⽤し、連休とする
ことができます。例えば、⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇を休⽇とする事業場で祝⽇が⽕曜⽇にある場合、⽉曜⽇に年次有給
休暇を計画的に付与すると、その前の⼟曜⽇、⽇曜⽇と合わせて４連休とすることができます。また、以下の例のよ
うに、ゴールデンウィークについても、祝⽇と⼟曜⽇、⽇曜⽇の合間に年次有給休暇を計画的に付与することで、
10⽇前後の連続休暇を実現できます。

このように、年次有給休暇を計画的に取得することを推進することで、労働者が⼤型の連続休暇を取得しやすくな
ります。

例② ブリッジホリデーとして連休を設けます。

４⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

５⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

年次有給休暇の計画的付与

所定休⽇

2020年２⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

１
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
９ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

例えば、通常のGWでは、 2020年では、

2020年11⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

祝⽇の間を
ブリッジホリデー
として連続休暇に

業務の⽐較的閑散な時季に計画的に付与する例です。年間を通じて業務の繁閑があらかじめ⾒込める場合には、閑散
な時季に計画的付与を実施することによって、業務に⽀障をきたさないで年次有給休暇の取得率を向上させることがで
きます。

カレンダーの例 ２⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

閑散期が２⽉である事業場に
ついて、例えば毎週⽉曜⽇に
年休の計画的付与を活⽤

例③ 閑散期に年次有給休暇の計画的付与⽇を設け、年次有給休暇の取得を促進します。

年次有給休暇の計画的付与

所定休⽇

年次有給休暇の取得に対する職場の理解を得やすくするため、労働者本⼈の誕⽣⽇や結婚記念⽇、⼦供の誕⽣⽇
などを「アニバーサリー休暇」とし、年次有給休暇の取得を促進することができます。こうした誕⽣⽇や記念⽇は
あらかじめ⽇にちが確定しているので、年次有給休暇の計画的付与を実施しやすくなっています。

この⽅法は、年次有給休暇付与計画表による個⼈別付与⽅式で活⽤されています。

例④ アニバーサリー休暇制度を設けます。

９⽉
⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Aさんの⼦供の誕⽣⽇（9/5）を含
む連続３⽇間をアニバーサリー休暇
として設定

年次有給休暇の計画的付与

所定休⽇

カレンダーの例
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〜⼟⽇・祝⽇にプラスワン休暇して、連続休暇に〜〜⼟⽇・祝⽇にプラスワン休暇して、連続休暇に〜
++
１

⼟⽇・祝⽇に年次有給休暇を１⽇⾜して連続休暇とする「プラスワン休暇」もあります。

プラスワン休暇で４連休に

労使協調のもと、
年次有給休暇を組み合わせて、３⽇（２⽇）+１⽇以上の休暇を実施しましょう。

参 考 プラスワン休暇

⽉60時間超の残業の、割増賃⾦率引上げ（労働基準法の改正）

１か⽉の時間外労働
１⽇８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

⼤企業 25% 50%

中⼩企業 25% 25%

（現在）

⽉60時間超の残業割増賃⾦率
⼤企業は ５０％
中⼩企業は ２５％

１か⽉の時間外労働
１⽇８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

⼤企業 25% 50%

中⼩企業 25% 50%

（改正後）

⽉60時間超の残業割増賃⾦率
⼤企業、中⼩企業ともに５０％
※中⼩企業の割増賃⾦率を引上げ
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フレックスタイム制の⾒直し（労働基準法の改正）

○フレックスタイム制の清算期間の上限を１か⽉から３か⽉に延⻑し、柔軟な働き⽅を可能とする。
○ただし、特定⽉に業務が過度に集中することを防ぐため、各⽉で週平均50時間を超えた場合は、その

⽉ごとに超えた時間に対する割増賃⾦の⽀払いを必要とする。

（改正前）

清算期間の上限︓１か⽉

法定労働時間

１か⽉
⽬

労働時間

２か⽉
⽬

３か⽉
⽬

１か⽉単位で清算するた
め、この分の割増賃⾦を
⽀払う必要あり

所定労働時間に満た
ない場合、⽋勤扱い

法定労働時間

１か⽉⽬

労働時間

２か⽉
⽬

３か⽉
⽬

３か⽉単位で清算するた
め、この分の割増賃⾦の
⽀払いは不要

１か⽉⽬に働いた時間
と相殺するため、⽋勤
扱いにならない

（改正後）

清算期間の上限︓３か⽉

例えば、「６・７・８⽉の３か⽉」の中で労働時間の調整が可能となるため、⼦育て中の親が８⽉の労働時間
を短くすることで、夏休み中の⼦どもと過ごす時間を確保しやすくなるといったメリットがある。

 「高度の専門的知識等を必要とする」とともに「従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認
められる」という性質の範囲内で、具体的には省令で規定
 金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務（企業・市場等の高度な分析業務）、コンサルタント

の業務（事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務）、研究開発業務等を想定

１．対象業務

 書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている労働者

 「１年間に支払われると見込まれる賃金の額が、『平均給与額』の３倍を相当程度上回る」水準として、省令で規

定される額（1075万円を参考に検討）以上である労働者

２．対象労働者

 使用者は、客観的な方法等により在社時間等の時間である「健康管理時間」を把握

 年間１０４日の休日確保措置を義務化。加えて、①インターバル措置（終業時刻から始業時刻までの間に一定
時間以上を確保する措置）、②１月又は３月の健康管理時間の上限措置、③２週間連続の休日、④臨時の健康
診断のいずれかの措置の実施を義務化。

この他、省令で定める事項のうちから労使で定めた措置を実施
 併せて、健康管理時間が一定時間を超えた者に対して、医師による面接指導を実施

３．健康管理時間に基づく健康確保措置等

 職務記述書等に署名等する形で職務の内容及び制度適用についての本人の同意を得る。
 導入する事業場の委員会で、対象業務・対象労働者をはじめとした上記の各事項等を決議

４．制度導入手続

 時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の規定を適用除外とする。

５．法的効果

⾼度プロフェッショナル制度の創設（労働基準法の改正）

⾃⽴的で創造的な働き⽅を希望する⼈のために、本⼈の希望に応じた⾃由な働き⽅の選択肢を⽤意
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（２）現⾏の労働時間規制から新たな規制の枠組みへ

現在の労働時間規制とは …

⾼い交渉⼒を有する⾼度専⾨職（具体例は次⾴参照）については、
その働き⽅にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける

⾼度プロフェッショナル制度のポイント

●年間104⽇以上、かつ、４週４⽇以上の休⽇確保を義務付け
● 加えて、以下のいずれかの措置を義務付け（※どの措置を講じるかは労使委員会の５分の４の多数で決議）

① インターバル規制（終業・始業時刻の間に⼀定時間を確保）＋ 深夜業（22〜５時）の回数を制限（1か⽉当たり）
② 在社時間等の上限の設定（1か⽉⼜は3か⽉当たり）
③ １年につき、２週間連続の休暇取得（働く⽅が希望する場合には１週間連続×２回）
④ 臨時の健康診断の実施（在社時間等が⼀定時間を超えた場合⼜は本⼈の申出があった場合）

● 在社時間等が⼀定時間（1か⽉当たり）を
超えた労働者に対して、医師による⾯接
指導を実施（義務・罰則付き）

制度の創設に当たっては、⻑時間労働を強いられないよう、以下のような⼿厚い仕組みを徹底。

⾯接指導の結果に基づき、職
務内容の変更や特別な休暇の
付与等の事後措置を講じる

健康の確保

（１）制度導⼊の際には、法律に定める企業内⼿続が必要
① 事業場の労使同数の委員会（いわゆる「労使委員会」）で、対象業務、

対象労働者、健康確保措置などを５分の４以上の多数で決議すること
（=すなわち、労働者側委員の過半数の賛成が必要になります）

② 書⾯による本⼈の同意を得ること（同意の撤回も可能）

要点
１

いわゆる36協定（時間外・休⽇労働の規制）
時間外・休⽇及び深夜の割増賃⾦

新たな規制の枠組み ＝ 在社時間等に基づく健康確保措置

（１）対象は⾼度専⾨職のみ
・⾼度の専⾨的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が⾼くない業務

具体例︓⾦融商品の開発業務、⾦融商品のディーリング業務、
アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など

（２）対象は希望する⽅のみ
・職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している⽅

（３）対象は⾼所得者のみ
・年収が「労働者の平均給与額の３倍」を「相当程度上回る⽔準」以上の⽅

＝交渉⼒のある労働者・・・具体額は「1075万円」を想定

要点
２

対象者の限定

制度の対象者は、⾼度な専⾨的知識を持ち、⾼い年収を得ている、ごく限定的な少数の⽅々です。
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医師による⾯接指導を確実に実施するなど健康管理の観点から、労働者の労働時間の状況の把握を義務付け。

労働時間の状況を客観的に把握することで、⻑時間働いた労働者に対する、医師による⾯接指導を確実
に実施。

（現在）

● 割増賃⾦を適正に⽀払うため、労働時間を客観的に把握することをガイドラインで規定
→ 裁量労働制が適⽤される⼈などは、このガイドラインの対象外。

【理由】
・裁量労働制の適⽤者は、みなし時間※に基づき割増賃⾦の算定をするため、通達の対象としない。
・管理監督者は、時間外・休⽇労働の割増賃⾦の⽀払義務がかからないため、通達の対象としない。

（改正後）

健康管理の観点から、裁量労働制が適⽤される⼈や管理監督者も含め、
労働者の労働時間の状況が客観的な⽅法その他適切な⽅法で把握されるよう法律で義務づけ。

「労働時間の状況」とは︖
どれくらいの時間、労働を提供し得る状態にあったかという概念。すなわち、在社時間や事業場外勤務時間
を把握することで⾜り、休憩時間等を厳密に把握する必要はない。⼀般労働者について賃⾦⽀払のために適
切に労働時間を把握していればもちろんそれで⾜りる。

「その他適切な⽅法」とは︖
タイムカードやPCのログインログオフなど客観的な記録を基本とはしつつ、現⾏のガイドラインでも「使⽤
者による現認」や「やむを得ない場合の⾃⼰申告」といった⽅法は認められており、これを参考に今後具体
的な考え⽅はお⽰しする予定。

労働時間の客観的な把握（労働安全衛⽣法の改正）

産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛⽣法の改正）

（１）産業医の活動環境の整備
（現在）

産業医は、労働者の健康を確保するた
めに必要があると認めるときは、事業
者に対して勧告することができます。

事業者は、産業医から勧告を受けた場
合は、その勧告を尊重する義務があり
ます。

産業医の活動と衛⽣委員会との関係を強化します。

（改正後）
事業者から産業医への情報提供を充実・強化します。

事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成す
る衛⽣委員会に報告することとしなければならないこととし、衛⽣委員会
での実効性のある健康確保対策の検討に役⽴てます。

事業者は、⻑時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者
の健康管理等を適切に⾏うために必要な情報を提供しなければならないこ
ととします。

（２）労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進

事業者は、労働者の健康相談等を継続
的かつ計画的に⾏う必要があります
（努⼒義務）。

（現在）

産業医等による労働者の健康相談を強化します。
（改正後）

事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備
に努めなければならないこととします。
事業者による労働者の健康情報の適正な取扱いを推進します。
事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使⽤及び適正な管理に
ついて、指針を定め、労働者が安⼼して事業場における健康相談や健
康診断を受けられるようにします。

〇産業医とは︖
・産業医とは、労働者の健康管理等について、専⾨的な⽴場から指導や助⾔を⾏う医師のことです。労働安全衛⽣法では、労働者数50⼈以

上の事業場においては、産業医の選任が事業者の義務となっています。また、 ⼩規模事業場（労働者数50⼈未満の事業場）においては、
産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に⾏わせるように努めなければなりません。

〇衛⽣委員会とは︖
・衛⽣委員会とは、労働者の健康管理等について、労使が協⼒して効果的な対策を進めるために、事業場に設置する協議の場です。衛⽣委

員会のメンバーは、総括安全衛⽣管理者、産業医、衛⽣管理者、衛⽣に関する経験を有する労働者で構成されます。労働者数50⼈以上の
事業場においては、衛⽣委員会の設置が事業者の義務となっています。 
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産業医・産業保健機能の強化について

事業者が全ての労働者の労働時間を把握

事業者が産業医に残業時間80h/⽉超の労働者の情報を提供

産業医が情報を元に労働者に⾯接指導の申出を勧奨

残業時間80h/⽉超の労働者が事業者に⾯接指導の申出

事業者が産業医等による⾯接指導を実施

事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意⾒を聴く

事業者が産業医の意⾒を踏まえて必要な措置を講じる

措置状況を確認した産業医が労働者の健康確保に必要があると認める場合は事業者に勧告

今般の改正により、過労死等のリスクが⾼い状況にある労働者を⾒逃さないため、⻑時間労働者への産業医の
関与を強化し、産業医による⾯接指導等が確実に実施されるようにする。

事業者が産業医の勧告内容を衛⽣委員会に報告

事業者が産業医に措置内容を情報提供

※ガイドラインから法律に格上げ

※省令から法律に格上げ

※⾯接指導の対象となる残業時間の基準を100h/⽉超から80h/⽉超に強化

※新規

※新規

※⾯接指導の対象となる残業時間の基準を100h/⽉超から80h/⽉超に強化

拡充

拡充

拡充

新規

新規

「勤務間インターバル制度」の導⼊促進（労働時間等設定改善法の改正）

１⽇の勤務終了後、翌⽇の出社までの間に、⼀定時間以上の休息時間（インターバル）を
確保する仕組みです。

「勤務間インターバル」制度とは︖

この仕組みを企業の努⼒義務とすることで、
働く⽅々の⼗分な⽣活時間や睡眠時間を確保します。

８時

【 例︓11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合 】

17時 23時 ８時 10時21時

残業

残業 休息時間（11時間）

勤務終了始業 終業

始業

勤務終了始業 終業
始業時刻を
後ろ倒しに

※「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。

始業

休息時間（11時間）

（※）「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく数値目標（労働者30人以上企業）
①制度を知らなかった企業割合を20％未満⇒（平成３２年まで）
②制度の導入企業割合を10％⇒（平成３２年まで）
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◆労働時間相談・支援コーナーの設置
事業場の「働き方改革」に向けた取り組みの促進を目的として、労働基準監督署に労働時間相談・支援コーナーを

設置しました。

◆「働き方改革」に推進に向けた説明会の開催
労働時間相談・支援班を設け、事業主団体等に、改正労働基準法の内容、長時間労働の削減等に関する説明会を

開催しています。

【労働時間相談・支援班による実施状況】（平成３０年10月末現在）

集団指導 説明会等 訪問支援

回数
（回）

参加事業上数
（社）

回数
（回）

参加事業場数
（社）

件数

67 1,725 222 11,624 488

◆36協定未届事業場に対する相談指導事業
労働局の委託事業として、36協定の未締結・未届事業場を対象に自主点検表の送付、相談指導会の実施、個別訪

問指導を実施しており、その際に、働き方改革関連法の周知を行っている。

労働時間法制の見直しに関する周知

平成30年3月27日、大阪労働局は、大阪府との間で、労働者を使い捨てにする企業は許さない

という趣旨に基づき、「いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣言」を実施しました。共同宣言
と協定の締結により、大阪府と大阪労働局はこれまで以上に積極的に連携し、いわゆるブラック
企業の撲滅に向けた取組及び働く意思のある人が持てる能力を十分に発揮する機会と企業が必
要な人材を確保するための取組を推進するという要旨のもと、今年度は、①各種セミナー等での
労働基準法との周知啓発、②キャンペーン期間における集中取組み、③経済・業界団体への要
請、④過重労働解消等働きやすい職場づくりに積極的に取り組む企業の応援について、各団体
等にも協力を求め、効果的に取り組んでいる。

いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣⾔

 
25



大阪労働局では、平成30年3月27日に宣言した「いわゆるブラック企業

の撲滅に向けた共同宣言」に基づき大阪府と連携して労働時間の基本で
ある36協定の周知に集中的に取り組むこととします。

取り組みにあたっては、大企業・中小企業を問わず、使用者だけでなく
労働者や労働組合など事業場内すべての関係者が労働基準法上の36

協定を知り、正しく締結する必要性を理解するためには、その幅広い周
知が緊要な課題となるが、その36協定を知ること、適正に締結し、運用す
ることなど36協定締結周知の取組の推進を図る観点から、「36協定締結
周知月間」を設定し、「～み（３）んなでむ（６）すぼう！36協定～」を合言

葉として、労使を始めとする関係者に対して、広く周知・啓発等を行い、そ
の主体的な取組を促進することとします。

実施期間
平成３１年１月１６日（水）～
同年２月１５日（金）

具体的な取り組み
●周知用リーフレットを使用し、街頭キャ

ンペーン、HP、窓口等で周知
●地方公共団体への協力要請や労使団

体への要請
●セミナーの開催
●36協定届等の作成支援ツールの周知

11月は
「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バランス推進月間」

大阪労働局では、大阪府と共催し、各経済団体及び労働団体等の協
賛を得て、今年度から新たに１１月を「ノー残業デー、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進月間に設定し、「ノー残業デー」の実施などによる時間外労働の
削減や年次有給休暇の取得促進などを呼びかけ、ワークライフバランス
の実現に向けた気運の熟成を図ります。

推進月間のキャッチコピー
●定時退社を心がけ、時間外労働の削減に取り組みましょう。
～ 特定の日や曜日に「ノー残業デー」を設定し、定着させましょう ～

●年次有給休暇の取得を促進して連続休暇を取得しましょう。

～ 土日・祝日にプラスワン休暇して連続休暇を取得しましょう ～

具体的な取り組み
●推進月間に先立ち、大阪府内の
業界団体等に対し協力要請を実施。
●推進月間中、街頭啓発キャンペー
ン、啓発セミナー等を開催予定。

実施期間
平成３０年１１月1日（木）～
同年１１月３０日（金）

「いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣⾔」に基づく連携した取組

３６協定締結周知月間
（平成31年1月16日～同年2月15日）

相談⽀援体制 労働時間相談・⽀援コーナー

全国の労働基準監督署において、専⾨の「労働時間相談･⽀援班」が、労働時間に関する法制度の周知、
⻑時間労働の削減のための助⾔・⽀援を⾏うほか、時間外・休⽇労働協定の適正化に係る窓⼝指導を
実施。また、事業場にお伺いする個別訪問による相談にも対応。

経営⽀援体制 時間外労働等改善助成⾦（職場意識改善助成金より改称）

時間外労働の上限規制に対応する
ため、限度基準を超える時間数で
36協定（特別条項）を締結して
いる事業場が、⼀定の時間以下に
上限設定を引き下げることを⽀援。

年次有給休暇の取得促進や所定外
労働の削減への取組み、所定労働
時間を短縮して週40時間以下とす
る取組みを⽀援。

時間外労働上限設定コース 職場意識改善コース
休息時間が９時間以上となる「勤
務間インターバル(※)」を新規導
⼊、対象労働者の範囲の拡⼤、休
息時間を延⻑する取組みを⽀援。
※ 勤務終了後、次の勤務までに⼀定時

間以上の休息時間を設けるもの

勤務間インターバル導⼊コース

中⼩企業・⼩規模事業者が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、⽣産性を⾼めながら労働
時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成するものであり、中⼩企業における労働時間の設定の改
善の促進を⽬的とするもの。

・会社の労働時間制度はこのままでいいのかな︖
・残業時間を減らしたいとは思うけど、どうすればいいんだろう︖
・有給休暇をうまく使いたいのはやまやまなんだけど･･･

・時間外･休⽇労働協定（36協定）を含む労働時間制度全般
・変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導⼊
・⻑時間労働の削減に向けた取組み
・時間外労働の上限設定などに取り組む際に利⽤可能な助成⾦

具体的な相談事例

問い合わせは、各都道府県労働局及び最寄りの労働基準監督署まで 
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⾮正規の⽅の待遇改善
労働時間の⾒直し
⽣産性の向上

⼈材の確保・育成

働き⽅改⾰や
⼈⼿不⾜等の相談

２
働き⽅改⾰推進⽀援

センターの設置
１

個別訪問によりアドバイス（1〜3回）３

⼤阪働き⽅改⾰推進⽀援・賃⾦相談センター
⼤阪市北区茶屋町1-27 ABC-MARTビル5F
TEL︓0120-791-149
E-mail︓osaka-hatarakikata@lec-jp.com

堺出張所
堺市堺区南花⽥⼝町2-3-20 三共堺東ビル６階
TEL︓0120-601-144
E-mail︓osaka-hatarakikata04@lec-jp.com

相談
無料

出張相談会、出張セミナーを実施４

福井 0120-14-4864
滋賀 0120-376-020
京都 0120-420-825

兵庫 078-806-8425
奈良 0120-414-811
和歌⼭ 0120-731-715

福井 0120-14-4864
滋賀 0120-376-020
京都 0120-420-825

兵庫 078-806-8425
奈良 0120-414-811
和歌⼭ 0120-731-715

地元の中⼩企業
⼩規模事業者

助成⾦活⽤など⽀援

■働き⽅改⾰推進⽀援センター （厚⽣労働省都道府県労働局委託事業）

中⼩企業・⼩規模事業者等の働き⽅改⾰を進めるため、全国４７の「働き⽅改⾰推進⽀援センター」を設置。
労務管理の専⾨家が、電話・メール相談等に応じるほか、個別に事業所を訪問し、助成⾦の活⽤など、課題解
決のための改善提案を⾏う。また、出張相談会やセミナーを実施する。

⼤阪センター

近畿各府県センター

★ 働くことで何かお困りのことがあった場合、
最寄の労働基準監督署へご相談下さい。

○大阪労働局総合労働相談コーナー
全国各地の労働局、労働基準監督署に設置。あらゆる分野の労働相談に対応します。

大阪労働局 総合労働相談コーナー ☎0120‐939‐009 06‐7660‐0072

ありがとうございました。

○管内労働基準監督署の総合労働相談コーナー（13署）

大阪中央 ☎06‐7654‐1176

大 阪 南 ☎06‐7655‐1115

天 満 ☎06‐7658‐4564

大 阪 西 ☎06‐7664‐3840

西 野 田 ☎06‐7222‐3013

淀 川 ☎06‐7668‐0037

東 大 阪 ☎06‐7655‐6431

岸 和 田 ☎072‐449‐8740

堺 ☎072‐340‐4038

羽 曳 野 ☎072‐942‐4520

北 大 阪 ☎072‐391‐2953

泉 大 津 ☎0725‐27‐0898

茨 木 ☎072‐604‐5491
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